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土地利用に関する方針

　本地区は、土地区画整理事業により、道路等の公共施設及び宅地の整
備がなされた区域である。地区施設は既に整備されているので、今後、
調整池、公園の機能、環境が損なわれないよう維持保全を図るものとす
る。なお、地区の主要道路となる都市計画道路川久保藤塚線は、歩車道
を分離した歩行者に安全な道路となっている。

地区施設の整備の方針

 
  建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制
限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限、かき
又はさくの構造の制限を加えることによって、日照、通風、プライバ
シー、防災上良好な住環境の向上を図る。

建築物等の整備の方針

  本地区は、東武野田線藤の牛島駅から南へ７００ｍの距離に位置して
おり、藤塚第三土地区画整理事業により基盤整備が行われた区域であ
る。
  土地区画整理事業による基盤整備の効果の維持を図るとともに、防
犯、防災に配慮した良好な住宅地として、住環境の向上を図ることを目
標とする。

  本地区の土地利用は、低層住宅地とするが、都市計画道路川久保藤塚
線沿いは沿道サービス系の土地利用を図る。
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面      積

位      置 春日部市藤塚字五屋、三本木及び荻原の各一部

約３．６ｈａ

  建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、
５０ｃｍ以上とする。

  建築物の外壁又はこれに代わる柱及び屋根の色は、地区の環境に調和
した色彩とし、刺激的な原色等は避けるものとする。
  また、屋外広告物は、次の各号に適合させなければならない。
１  ネオンサインは使用しない。
２  地区の環境に調和した色彩とし、刺激的な原色等は避けるものと
　する。

Ｂ地区Ａ地区

調整池  １ヶ所  １，０００㎡

２０ｍ１２ｍ

区分の面積 約 1.59 ha

-

(第一種低層住居専用地域)

約 0.58 ha

(第一種住居地域)

-

-
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  次に掲げる建築物は
建築してはならない。

１  ホテル、旅館
２  畜舎（床面積の合
    計が５０㎡を超え
    るもの）

  かき又はさくの構造は、生垣又はフェンスを原則とする。
  ただし、宅地地盤面から高さ１．２ｍ以下のブロック塀等にあっては
この限りではない。

壁 面 の 位 置 の 制 限

建 築 物 等 の 高 さ の
最 高 限 度

建築物の敷地面積の
最 低 限 度

Ｃ地区

建 築 物 等 の
用 途 の 制 限

約 1.41 ha

区分の名称
(第一種中高層住居専用地域)

建 築 物 等 の 形 態
又 は 意 匠 の 制 限

垣 又 は さ く の
構 造 の 制 限

地区の
区 分

地区施設
配置及び規模 広場、その他

公共空地




